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令和 3 年 8 月 6 日 14 時 00 分 

資 料 配 布  近 畿 地 方 整 備 局 

 

淀 川 水 系 河 川 整 備 計 画 （変 更 ）を策 定 しました 

 

淀川水系河川整備計画について、令和３年４月２８日に淀川水系河川整備計画（変

更案）を公表し、河川法第１６条の２第５項※に基づき、関係６府県知事へ意見照会

を行い、全ての知事より同意する旨の回答をいただきました。 

このたび、関係府県知事のご意見を反映し、淀川水系河川整備計画（変更）を令和

３年８月６日付けで策定しましたので、公表します。 

今後、変更した河川整備計画に基づき、さらなる河川整備を進めてまいります。 

 

○淀川水系河川整備計画（変更） 

８月６日（金）１４時に近畿地方整備局ＨＰに掲載いたします。 

あわせて、淀川水系河川整備計画（変更案）と淀川水系河川整備計画（変更）の対比表、関

係府県知事の意見についても、近畿地方整備局 HP に掲載いたします。 

https://www.kkr.mlit.go.jp/river/iinkaikatsudou/yodogawakasenseibi/index.html 

 

○これまでの経緯、河川整備計画（変更）のポイント 

河川整備計画（変更）の策定におけるこれまでの経緯、河川整備計画（変更）のポイントにつ

いては、別紙をご覧下さい。 

 

   ※河川法第 16 条の 2 第 5 項 

河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、 

関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。 

 

＜取扱い＞  

 
＜配布場所＞ 

近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、滋賀県政記者クラブ、京都府政記者クラブ、 

兵庫県政記者クラブ、奈良県政記者クラブ、名張市政記者クラブ、伊賀記者会 

（滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県：同時発表） 

 
＜問合せ先＞ 

国土交通省 近畿地方整備局 河川部 河川計画課  

課長   前羽 利治（まえば としはる）（内線 3611） 

課長補佐 森田 一彦（もりた かずひこ）（内線 3613） 

TEL: 06-6942-1141（代表）   06-6945-6355（直通） 
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別紙 

淀川水系河川整備計画（変更）について 
１．これまでの経緯 
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  ２．淀川水系河川整備計画（変更）のポイント 
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３．淀川水系河川整備計画（変更）について 

（１）淀川水系河川整備計画（変更） 

資料－１淀川水系河川整備計画（変更）  

 

（２）淀川水系河川整備計画（変更案）と淀川水系河川整備計画（変更）の変更箇所対比表 

資料－２淀川水系河川整備計画（変更案）と淀川水系河川整備計画（変更）の変更箇所対比表 

 

（３）関係 6 府県知事の回答 

資料－３関係 6 府県知事の回答 

 

 

資料－１～３については、8 月 6 日に近畿地方整備局 HP に掲載いたしますので、 

下記よりダウンロードをお願いします。 

https://www.kkr.mlit.go.jp/river/iinkaikatsudou/yodogawakasenseibi/index.html 

 

 


